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3１．労使関係の全体図
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4２．電気事業連合会（電事連）の概要等

２．１ 電気事業連合会の概要

目 的
電気事業の健全な発展を図り、もって我が国の経済の発展と国民生活の向
上に寄与する。

事 業

電気事業に関する知識の普及、啓発および広報
電気事業に関する資料、情報等の収集および頒布
電気事業に関する調査研究および統計の作成
電気事業に関する意見の表明
その他、本会の目的を達成するために必要な事項

代表者 会 長 八木 誠 （関西電力社長）

会員企業 一般電気事業者（電力会社１０社）

組 織 総務部、企画部、原子力部、電力技術部、工務部 他

沿 革
昭和２７年１１月 電気事業経営者会議※を改組・改称し、９電力会社で設立
平成１２年 ３月 沖縄電力が入会

※昭和２２年７月に労働者側組織に対応する組織として設立



5２．電気事業連合会（電事連）の概要等

２．２ 会員企業の概要

会社 資本金（百万円） 従業員数（人） 販売電力量（百万kWh）

北海道電力 １１４，２９１ ５，７３６ ３０，６３６

東北電力 ２５１，４４１ １２，８００ ７７，４５２

東京電力 １，４００，９７５ ３５，６４７ ２６６，６９２

中部電力 ４３０，７７７ １７，５６２ １２７，０７０

北陸電力 １１７，６４１ ４，８９５ ２８，０７８

関西電力 ４８９，３２０ ２１，９７６ １４０，４１４

中国電力 １８５，５２７ ９，７７６ ５８，９８０

四国電力 １４５，５５１ ６，１２１ ２７，２１４

九州電力 ２３７，３０４ １３，１７２ ８４，４５０

沖縄電力 ７，５８６ １，６０５ ７，５５６

合 計 ３，３８０，４１３ １２９，２９０ ８４８，５４１

・昭和２６年５月に、日本発送電および９配電会社が再編され、沖縄電力を除く９電力会社
が設立。沖縄電力は、昭和４７年５月に設立。

※出典：電気事業便覧 平成２６年版
（平成２６年３月末現在）

【参考】卸電気事業者

会社 資本金（百万円） 従業員数（人）

電源開発 １５２，４４９ ２，３５２

日本原子力発電 １２０，０００ １，２６６



6３．全国電力関連産業労働組合総連合（電力総連）の概要等

代表者 会 長 岸本 薫 （関西電力総連）

構成組織
・電力関連産業における産業別労働組合であり、１０の地域別組織と２
つの職域組織で構成
・２３０余の単組が加盟

部会等
業種別部会： 電力部会、電工部会、検集部会、電保部会
業種別連絡会： 発電所保守部門、設計・工事部門ほか

沿 革
昭和４４年４月 全国電労協（現在の電力総連の前身）の結成大会
昭和５６年３月 電力総連の結成大会



7４．産業レベルにおける労使関係

４．１ 電気事業労使会議

沿 革

・昭和５２年７月のスト規制法調査会の提言※に基づき会議体
を設置し、昭和５２年１２月に第１回電気事業労使会議を開催

※電気事業における合理的な労使関係の一層の発展のために、産業レベルの
労使協議を充実させる旨の提言

・当初は年２回程度の開催を原則としていたが、昭和５４年の
第４回以降は年１回の開催

・平成２６年１０月に第３９回電気事業労使会議を開催

主な出席者
経営側： 各電力会社の社長、電事連関係者
組合側： 各電力労組の委員長、電力総連関係者

目 的
電気事業の直面する課題について、労使の意思疎通を図り、
相互理解を一層深める。

近年の主な
意見交換テーマ

電力システム改革、原子力関係、電力需給対策関係、
地球温暖化対策関係ほか



8４．産業レベルにおける労使関係

４．２ 電力中央労使会

沿 革

・昭和４３年１１月に電事連と電労連（現在の電力総連電力部
会）の間で設置し、年２回程度の頻度で開催

・第８０回（平成２１年１１月）から電力部会以外の電力総連執
行委員が出席

・平成２６年５月に第８９回電力中央労使会を開催。平成２６年
１２月には第９０回を開催予定

主な出席者
経営側： 電事連役員および各部長
組合側： 電力総連三役および執行委員

目 的
産業大の基本的な諸問題について相互理解を深めることによ
り電気事業の発展に寄与する。

近年の主な
意見交換テーマ等

・労使双方からの電力業界の動向等に関する報告

・電力システム改革、原子力関係、人材育成関係、安全関係ほ
かの意見交換

４．３ その他の取組
・安全衛生に関する組合側申し入れ対応
・春季労使交渉早期解決に向けた交渉促進の組合側申し入れ対応
・電力産業の政策に関する情報連携 等



9５．各電力会社における労使関係

５．１ 労使交渉(協議）の窓口

・全社大に関わる労使協議案件については、本店－本部間での議論を終えた後、支店、
事業所で労使協議を行うことが一般的である。
・支店・支社や事業所・業務機関の固有の労使協議案件は該当箇所で協議を行う。
・各社により名称等は異なるが、概ね次のような関係図となる。

本店・本社 本部協議

電力会社

支店・支社
県(地方、地区)本部・

（総）支部
協議

事業所・業務機関 支部・分会協議

電力労働組合



10５．各電力会社における労使関係

５．２ 団体交渉

（１）労働協約記載の取扱い事項

各社により異なるが、一般的に次のような事項を定めている。
・労働協約の改定に関する事項
・労働協約に定めのない労働条件の設定改廃に関する事項 など

（２）具体的事例

「労働協約の改定」「賃金・賞与交渉」「給与・処遇・福利厚生制度の見直し」
「旅費、諸手当の見直し」 など

５．３ 労使協議

（１）労働協約記載の取扱い事項

各社により異なるが、一般的に次のような事項を定めている。
・業務運営の企画改善に関する重要事項
・従業員に関係ある諸規程の制定改廃に関する事項
・技能および能率の向上に関する事項
・福利厚生の運営、安全衛生の改善に関する事項 など

（２）具体的事例

「経営方針」「決算」「要員計画・採用計画」「システム関係」「業務運営体制見直し」
など



11５．各電力会社における労使関係

５．５ 労働協約の締結状況

・昭和２６年以降、各社が各電力労働組合と労働協約を締結。有効期間は２年が多い。
・電気事業の公益性と企業の社会的責任の認識、労使双方の相互の理解と信頼の上
に立ち、生産性の向上、労働条件の向上に努める旨を前文等で記載しているものが
多い。
・締結事項の区分は大きく分類して「人事関係」「服務関係」「給与関係」「安全衛生
関係」「福利、厚生、教育関係」「災害補償関係」「経営協議会関係」「団体交渉関系」
「苦情処理関係」「組合活動関係」。

５．６ その他の取組
・労働時間管理等の労使共通の重要課題について労使委員会等の場を設置し、適宜
意見交換を行っている。

５．４ 労使懇談会
（１）主たる出席者

会社側は社長をトップとして役員クラスが出席、組合側は委員長をトップとして
副委員長、書記長、局長クラスが出席

（２）主な議題

各社により議題は異なるが、中期経営方針等、経営に係る議題が中心

（３）開催頻度

各社とも年１～２回程度



12６．至近の争議実績

争議行為を行った電力労働組合 争議内容

昭和４９年 ９電力労働組合 ・一部職場における職場放棄

昭和５３年 Ａ電力労働組合
・一部職場における職場放棄
・全職場時間外労働拒否

昭和５４年 Ｂ電力労働組合 ・一部職場における職場放棄

昭和５７年 Ｃ電力労働組合 ・一部職場における職場放棄

・各電力労働組合結成以降、賃金・賞与・労働協約改定交渉において争議行為を実施。

・至近の統一スト（沖縄を除く）が実施された昭和４９年以降の争議行為は、以下のとおり。


